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書記官

6年11月7

← 

令和6年ll月7日判決言渡 同日原本領収裁判所書記官

所得税等処分取消請求事件

ロ頭弁論終結日 令和6年8月1日
＂
＂
▼
 半
'

決＇
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原
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、告

、同代表者代表取締役

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
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同代表者法務大臣'
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被告指定代理人
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博

真

信

署
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幸

博
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、

樹

長

之

．

子

•9. 卜

伸

将

， 9,主，文

1 本件訴えのうち、日本橋税務署長が令和2年12月28日付けで原

告に対してした平成30年2月分、同年3月分、同年9月分、平成3

1年3月分及び令和元年6月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別

所得税の各納税告知処分並びに上記各月分（ただし、令和元年6月分

を除く。）の所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定

処分の取消しを求める部分をいずれも却下する。

2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。

し1̀  → 
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訴訟費用は原告の負担とする。＇

・ 事実 及・び理 由

第1 請求

5・ 

．， 
•.~ノ

JO 

第2,

15 

ヽ

‘‘’• 

20 

日本橋税務署長が令和2年12月28日付けで原告に対してした平成28年

6月分、同年11月分、平成29年2月分、同年3月分、同年5月分、同年6

．月か平成30年1月分、同年2月分、同年39月分、同年6月分、同年9月分、

同年11月分、同年12月分、平成31年3月分、令和元年5月分及び同年6

月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに上記＇

各月分（ただし、令和元年6月分を除く。．）の所得税及び復興特別所得税に係

る重加算税の各賦課決定処分を取り消す。 ， 

事案の概要

本件は、原告が、その代表取締役である＇~という。）
に対する貸付金について返済を受けたものとして「短期貸付金」勘定の金額を

減額する経理処理を行ったところ、日本橋税務署長から、当該経理処理は、実

際には-から貸付金が返済されていないにもかかわらず返済されたように

装ってした虚偽のものであり＇、客観的事実としては原告が-に対して貸付

金返還債務を免除したもので、経済的利益を供与したものとい9えるから、当該

利益は・・'の給与所得に該当するとして、上記第1記載の各月分の源泉徴収

に係る所得税及び復興特別所得税の各納税告知処分並びに重加算税の各賦課決

定処分を受けたため、上記各処分の取消しを求める事案である。｀

1 関係法令の定め

別紙1 「関係法令の定め」に記載のとおりである（なお、同別紙中で定義し

た略癖等は、以下の本文においても同様に用いるものとする。）。 • 

前提事実（当事者間に争いがないか、掲記の証拠等により容易に認められる

事実） ＇ 

(1) 当事者等

2
 

25 

-2. -
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~ •-ノ

ア 原告は'-に設立された、政府開発援助 (ODA)に

関する機材調達等を業とする内国法人である。

原告の事業年度！ま7月1日から翌年6月30日までである（以下、平成

27年7月1日から平成2’8年6月30日までの事業年度を「平成28年

6月期」といい、他の事業年度むその終期に応じて同様に表記する。）。

，（乙5~9 （枝番のあるものは枝番を含む。以下同じ。））

イ 1111 （昭和24年生まれ）は、平成1・6年3月3日以降、原告の代表
取締役の地位にある者である（乙5、8、10), 0 

（以下 r「--
IO ` 

ウ・ という。）は、1111
にカンボジア王国において設立された法人で

15 

‘`/‘ 

20. 

ある（乙 14)。

(2) 原告と一との間の資金の流れ、

1111との間の本件各融資契約及び原告における本件各減額処理（乙22) 
ア原告は、·'·~別表1 の「一ぼ件各送金」の年月日欄記載の各年月日に；金額欄記載の各金額
を送金した（以下「本件各送金」と総称し、個別に特定する場合は順号を

用いて「本件送金1」などという。）。

イ原告名義の口座に、一名義の口座から、別表1．．の「原

告」、「本件各入金」の年月日欄記載の各年月日に、金額欄記載の各金額が．

入金された（以下「本件各入金」と総称し、個別に特定する場合は順号を・

用いて「本件入金1」などという。）。．

ー及び

25 同契約書には、

と

は、平成23年12月,1 2日付けの

「MONEYCONSUMPTION. LOAN AGREEMENT, COMPREHENSIVE」'と題する契約書

を作成した（以下、同契約書に係る契約を「本件包括融資契約」という。）。

が一に対して無担保で随時金銭の

貸付けを行うこと、貸付期間は30年間で利息は年2％とすること、貸付

ウ

-3 -
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けは原告名義の米ドルロ座を借用して送金するか現金で交付することなど

が記載されている。

また、-'支びI

（乙 •2 0) 

5
 

．．
 

--ノ

゜
ー
・
＇

15 

は、別表1の［原告」 「本件各融 ， 

資契約」の契約年月日欄記載の各年月日付けで、金額欄記載の各金額をIii • 

し一が一に貸し付ける旨の契約書を作成した（以下、こ

れらの契約書に係る契約を「本件各融資契約」と総称する。なお、本件各

融資契約が実体の•あるものか否かについては、後記のとおり当事者間に争

いがあ忍）。本件各融資契約における条件は、本件包括融資契約のもの

と同じであった。 （乙21) - . : 

工•原告は、 1111に対じ、短期貸付金債権を有していたが、別表 1 の「原

＇告」 「本件各減額処理」の年月日欄記載の各年月日付i}で、金額欄記載の．＇

・・各金額の返済があつたものとする会計処理を行った（以下「本件各減額処：

理」と総称し、個別に特定する場合は順号を用いて「本件減額処理1」な

，どという。）。

(3)本件各納税告知処分等及び― •• 

•ア

、-’',

. 20 

25 

，その後の手続'.

日本橋税務署長による本件各納税告知処分等'

．日本橋税務署長は、令和2年12月28日、本件各減額処理は、原告に

おいて1111に対して短期貸付金返還債務を免除したものであって、一
・体得た経済的利益は給与所得に該当するから、原告は源泉徴収義務を負

い、その徴収すべき所得税及び復興特別所得税（以下、併せて「源泉所得

税等」という。）として別表1の「本件各納税告知処分等」の源泉所得税

等の額欄記載の各金額の納税の告知を行う処分（以下・「本件各納税告知処

分」という。）並びにこれらの源泉所得税等（ただし、令和元年6月分を

除く。）に係る鴛加算税として別表1の「本件各納税告知処分等」の重加

算税額欄記載の各金額を決定し、徴収する処分（以下「本件各賦課決定処

分Jといい、本件各納税告知処分と併せて「本件各納税告知処分等」とい

-4 -
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う。）をした（乙2―)‘。

イ 再調査の請求及び審査請求

5
 

―̀ 

10 

, 15 

、一’

3
 •' 

20 

4
 

、 原告比令和3年3月22日、本イ生各納税告知処分等について再調査の

請求をしたが、再調査審理庁は、同年6月22日付けで、いずれも棄却す

・る旨の再調査決定をした。 9

．原告は、令和3年7月21日付けで、本件各納税告知処分等の取消しを

求めて、国税不服審判所長に対する審査請求をしたが、令和4年2月4日

付けで、•平成 30年 2 月分、同年 3月分、同年 9 月分及び平成 3 1年3月

分及び令和元年6月分の源泉所得税等の各納税告知処分並びに上記各月

分（ただし、令和元年6月分を除く。9)の源泉所得税等に係る重加算税の

各賦課決定処分（以下「平成30年2月納税告知処分等」という。）の取

消しを求める審査請求を取り下げた。国税不服審判所長は、令和4年6月

2 1日付けで、上記のとおり一部取下げ後の原告の審査請求をいずれも棄ヽ

却する旨の裁決をした。

（甲 1、乙3、4)'

ゥ，本件訴えの提起‘

諏告は、令和 94年12月21日、本件訴えを提起した（当裁判所に顕著
な事実）。

被告の主張する本件各納税告知処分等の根拠及び適法性

被告の主張する本件各納税告知処分等の根拠及び適法性は、別紙2「被告の

主張する本件各納税告知処分等の根拠及び適法性」のとおりである。

原告は、後記4の各争点に関する部分のほかに、本件各納税告知処分等rI)根

拠及び適法性を積極的に争っていない。

争点

25, (1)本件各減額処理により、一が原告から所得税法28粂1項にいう給与

所得を得たといえるか（争点 1)

-5 -
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10 

(2)原告の行為が璽加算税の賦課要件を充足するか（争点2)

上記各争点のほか、本件訴えのうち平成30年2月納税告知処分等の取消し

を求める部分については、被告が、国税通則法11 5条1項の定める不服申立

前置を欠く不適法なものであると主張している。 ' ‘, 

5 争点に関する当事者の主張の要旨

, (1)争点1（本件各減額処理により、一が原告から所得税法28条1項に

•いう給与所得を得たといえるか）について

（被告の主張）

ア本件各送金は；＇ 「前払金」名目で行われたものであるが、実体を伴わ

よい架空のものである。また、一17)2016年12月

期 '(20 1 6年1月1日から同年12月31日まで。以下、他の年も同‘

様に表記する。）ないし2018年12月期における売上高は約7万～

・約11万米国ドル（以下、、単に「ドル」という。）であり、純資産の額

も約2万～約3万・ドルであったから、本件各送金がなければ、-

ーが合計11 7 7万78 7 7. 5ドルにも上る額の本件各入金ヽ '’’

を行うことは困難であって、本件各入金の原資は、本件各送金により原

告が・・・・・・・・・1こ送金した原告自身の資金である。
以上によれば、，本件各減額処理の根拠となった本件各入金の原資は、

から還流させた原告自身の資金であり、・・・卜：自

らの資金により短期貸付金の返済をしていない。

よって、本件各減額処理により、客観的事実としては、原告が1111
に対し、短期貸付金返還債務を免除したことになるから、-が原告99

，から所得税法28条1項にいう給与所得を得たといえるb

ィ 9本件包括融資契約及び本件各融資契約は、本件各入金の原資が1111
一ふヽらの借入金という-自身の資金であるとの外形を作

出するための架空契約である。，

・' 

・15 

ヽ••

20 

25 

j 

-6 -' 
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•一

すなわち、平成28 年から令和元年までの間に＇~が経常的に得て

いた収入の平均は年間約600万円であり、本件各融資契約の融資額は、

1111自身の収入では返済するごとができない金額である。しかも、本
件各融資契約が締結されだ当時、IllはP7歳ないし70歳という高
齢であ？たにもかかわらず、本件各融資契約は弁済期を契約締結から3

0年後とするほか、担保や連帯保証人を求めるものでもなかった9ことか

らすれば、本件各融資契約は、およそ非現実的かつ不自然なものである。

（原告の主張）・ ． 

ァ■■は、
10 

との間の本件各融資契約に基づき、．

． ｀ら金銭を借り受けて本件各入金をし、もって原告の

，短期貸付金に孫る債務を弁済したのであり、本件各入金の原資は一

の資金であって原告の資金ではないがら、原告から債務免除を受けたと

評価される事情はない。

原告と

15 

との間に循環取引があったことは事実であ

るが、両者間で現実に送金が継続されている以上、同取~Iには実体があ
る。そして、本件各送金の送金先口座はいずれも

帰属する口座であるから、原告の一に対する不当利得

・返還請求権が発生することは別段、同口座内の資金が原告に帰属するこ・

と`はない。

ィ ＿について、登記上は原告が株主とされているもの

の、，これは便宜上のことであって、実際にはIllが株主であった。そ
して、 2016年4月5,日に111ヵも-＇（以下「・・・
という~)に同社の経営権が譲渡されており、以後、その経営はIll

、_,

20 

ア
」

25 

によって行われている。 ． 

そして、1111にとっては、・・カンボジア王国の中央銀行（以下「カン
ボジア中銀」という。）への隠然たる影響力を有ずる1111との親密な

-7 —~ 
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関係を維持強化することが極めて、重要であったところ、そのため、一

において、·~したのであ
る｀。しかも、一ーしては、原告の循環取引に協力する＇

こと自体による利益はないものの、本件各融資契約によれば、年利2%

6
 

の利息も請求できるので、経済合理性がある。

，． よって、··'···|~自身の判断として1111と本件各融
資契約を締結することとしたものであって、本件各融資契約は実体があ

. ,._ 
るものである。

(2)争点2,・（原告の行為が重加算税の賦課要件を充足するか）について

．．、 （鰊告の主張）

原告ないし一は、架空取引により原告の資金を

に移転させた上で、本件各融資契約により＇~と---と
の間に金銭の貸付けがあるかのような外形を作出するとともに、一・

一心上記資金を還流させることにより、1111が原告に対して
、15 -:Jヽら借り受けたとする金銭を基に短期貸付金を返透

， したとして本件各減額処理を行って、原告が1111に対して債務免除をし

ÌO 

た事実を「隠蔽し、又は仮装し」（国税通則法68条3項）たものである。

（原告の主張）

‘ 原告と'’···l~ 原告の年商拡大及び見
20 かけ上の利益の確保を主眼とするものあり、•本件各入金の原資が本件各送

金であることは副次的な結果にすぎない。•

そして、本件各融資契約は存在するから、重加算税の適用要件は認めら

れない。 ． 

第3 当裁判所の判断・

25 1 本件訴えのうち平成30年2月納税告知処分等の取消しを求める部分の適法

性について ． 

., 

‘̀・ ` 

'-8•' 「
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争点に対する判断に先立ち、本件訴え．のうち平成30年2月納税告知処分等

の取消しを求める部分の適法性について判断する。

原告が、平成30年2月納税告知処分等に係る審査請求を取り下げたことは

前提事実(3)ィのとおりであるから、本件訴えのうち平成30年2月納税告知処・

分等の取消しを求める部分は、国税通則法11 5条1項の定める不服申立前置

を欠き、不適法である。

、一

•1 0 ．．ア

2 争点I （本件各減額処理により、1111が原告から所得税法28条1項にい'
う給与所得を得たといえるか）について ． ＇ 

(1)認定事実

当事者等

I6 

（ア）原告及び1111
ーは、平成16年3月 3日以降原告の代表取締役の地位にあ仄

原告の発行済み株式を全て保有している。原告には、ほかにも役員とし

・て登記されている者がいるが、平成28年6月期ないし平成30年6月

期において、．役員報酬を受領したのは~ （前提事実

8、9、原告代表者1頁）・(1)イ、乙5、

（イ）
ヽー'

経営者であつた。

は、

20 

26 

2002年に設立された当初Ii-のみが

の20 1 6年12月期ないし2.0_18年12月期

の年次利潤税申告書には、原告力5-1)発行済み株式を

全て保有している旨記載されているとともに、 「取締役／経営者／所有

者氏名」の欄にはl~また、民間調査会社に
よる最新調査信用報告書によれば、・'’’lま、 Iのジ

ェネラル・マネージャーであるとされている。

2 0 1 7年末及び20 1 8年末

-9 -
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の資産は、固定資産を含めても2万ドルないし3万ドル程度であり、 2

0 1 6年12月期から 2018年1‘2月期までの年間の総収益は、最も

高い20 1, 8年12月期でも 11 万ドル弱であった~ . 

，（乙14、,15、原告代表者2頁）

イ金銭の流れ 、

・（ア）本件各送金 • 

別表1の「

がされているところ.;・.本件各送金の大半は前払金として会計処埋されて

しかし、原告とl~従前から架空の
利益を計上すること．を目的とする架空取引ないし循環取引が行われてお

り、本件各送金においても、その前提となる契約に係るインボイスや契

約書は存在せず、実際に原告が商品を取得することは予定されていなか

った。 （前提事実(2)ア、乙23 、 2·4 、•原告代表者 5 頁）．，

（イ）本件各入金．

上記(7)のとおり原告から

後、別表1の「原告」

いる。

10 

「本件各送金］のとおり本件各送金

.・ 

15 

ヽ

20 

に本件各送金がされた・

「本件各入金」のとおり、本件各送金の翌日から

遅くとも4日後までに、本件各送金の受金口座から、本件各送金の金額

とほぼ同額又はこれを下回る金額の本件各入金がされた。ただし、本件

入金18については、平成31年4月12 日に＇~から

の送金を受金じていたものの、原告が所定の手続を取らなかったため、

取引日を令和元年5月10日とする処理がされた。（前提事実(2)ア、イ、．

乙22)。

（り）本件各減額処理

26 

別表1の「原告」 「本件各減額処理」のとおり、本件各入金の日又は

その翌日付けで、本件各入金］ゞされた•ことを理由として、本件各減額処

理がされた（前提事実(2).:r.、原告本人8頁）。

-10 -
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（エ）別表1の順号6

する事情

6
 

ま、

．．ヽ• 9’  

10 

a 原告は、・平成29年3月23日、原告名義の口座から、

•一義の口座に、 1 0 3万69 ・5 5,・ 0 1・ドル（送金手数料控
除後の額。以下同じ。）を送金する手続をし＼

これを受金した同月 24日（本件送金6)、同口座から原告名義の別

の口座に 1.03万39 9 ・5.ドル．（ 1億 13 9 1万5229円）を送金

する手続定した・（前提事裏(2)ア、イ、乙22)。

b 原告は、上記aの送金を受金した平成29年3月27・日（本件入金

6)、・・受金した口座から別の原告名義の口座を経由して、'’'卜義

の口座に1億13 9 1万5229円を送金した。'’’’は、同日、同・

居人に対して1億0500万円を送金し、その同居人は、同月 28日、

うち約98 0 0万円をマンション購入代金の支払に充てた。．（乙29 

15 

.____,' 

20 

26 

（本件送金6及び本件入金6)に係る資金の流れに関

原告は、会計帳簿上、平成29年3月27日付けで、①資産である

「普通預金」勘定を 1億13 9 1万5229円減少させるとともに、

資産である1111に対する「短期貸付金」勘定を同額増加させる経理
処理と、②資産である「普通預金」勘定を同額増加させるとともに、

資産であ叶~「短期貸付金」勘定を同額減少させる経理
処理を行った（乙 18の2)。

• d• 上記 c の①の経理処理は、原告から＇~義の口座への送金によ

るものであり、②の経理処理は一名義の口座から原

告名義の口座への入金（本件入金6)によるものである。上記a及び

bのとおり、②に係る入金が①に係る送金よりも先に行われているの

で、原告の一に対する貸付けの前に、11110).原告に対する弁済

~3 3) 

c
 

がされたことになっている。

-II -
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10 

15 

(2)給与所得の意義

所得税法28条1項にいう給与所得は、・自己の計算又は危険において独立．

して行われる業務等から生ずるものではなく、雇用契約又はこれに類する原

因に基づき提供した労務又は役務の対価として受ける給付をいい、同項にい

う賞与又は賞与の性質を有する給与どは、上記の給付、のうち功労への報償等

の観点をも考慮して臨時的に付与される給付であづて、その給付には金銭の

みならず金銭以外の物や経済的な利益も含まれると解される（最高裁昭和5

2年（行ツ）第12号同56年4月24日第二小法廷判決・民集35.巻3号

6972頁、最高裁平成16年（行ヒ）第14 1号同17年1月25・日第三小

法廷判決・民集59巻1号64頁、最高裁平成26年（行ヒ）第16 7号同

27年10月8日第一iJヽ 法廷判決・裁判集民事・25 1号1頁）。

、 1111が原告から債務免除を受けたとすれば、その理由ほ、1111が原告
，の代表取締役であること以外には考え難いから、当該債務免除により一

が受けた利益は、所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給

与に該当するものというべきである。

・（3)債務免除の有無

ァ
・ヽ

.20 

25 

上記(1)の認定事実のとおり、本件各送金と・本件各入金が時間的に接着し

ていること、本件各入金の額は本件各送金の額とほぼ同額又はこれを下回

る金額であること、本件各送金の送金先口座から本件各入金が行われてい

ること·‘··＇~ま本件各送金とは無関係に本件各入金の原資
を準備できるような資産状況にはなかったことからすれば、本件各入金の

原資は、本件各送金により送金された金銭であるというべきである。

そして．、本件各送金は、前払金名目等でされt~ものであるものの、前提

となる契約はイシボイスも契約書も存在せず、原告が商品を取得すること．

も予定されていなかったのであるから、実体を伴わないものであったとい

又る。なおく原告は、本件各送金により一の口座に送金

-12 -
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5. 

｀し～

JO 

15 

ヽ

.、

I 

された金額の少なくとも一部については、本件各入金の数か月後に、別途

原告側に送金されたものとじて処理していたことがうかがわれる（乙2.2

~24、27)が、これにより、前提となる契約が事後的に実体のある契

約となるものではない。

また、以上に加え、C・・・は原告の代表取締役兼10 0％株主であり

原告は少なくとも対外的には＇~100％株主であつ

て、原告及び-’’~！ま実体のもない取引を行って多額の送受金
を行い合うなど、原告、・'・,び---(1)三者間には密接

な関係があること、②·|~原告の決算書について、原告4···iこ
対する貸付金が計上されていない内容とすることにより、金融機関の心証

を良くしたいと考えており（原告代表者11頁）、実際に原告の平成28

年6月期ないし平成30年6月期の各期末の..こ対する短期貸付金

は0円となっていること（乙18。なお、令和元年6月期末は約7:5万円

であるが、期末以外の時期に比べるとかなり少額である。）ヽ、③本件各送

金の中には、本件各減額処理の額とほぼ同額のものが複数あるごと、④本

・件各融資契約は、一におい．て、契約締結当時67歳ない ＇ 

し70歳という高齢であった1111に対し、弁済期を30年後として、合・
計約400万ドルに上る金銭を無担保で貸し付けるというものであって、

20 
'. 

,• 

．． 
25 

弁済期には年2％の利息が得られることを考慮しても、

■にとって経済合理性がある取引とは到底いえないこと、⑤本件各融資契
約の日付より前に本件各入金がされたり（本件入金5、本件入金8、本件

入金16)、別表1順号6に係る資金の流れで叫-わ原告からの借入

れの前に弁済（本件入金6)がされたりしており、個々の資金の動ぎと契

約が整倉していない場合があることからすれば．、原告、~び一
は、本件各送金に先立ち、原告が

のない契約に係る本件各送金をし、

こ実体

において受金後速

-13 -
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．． 
ー

｀ 5 

10 

．． 
15 

.、-•.

20 

25 

やかに本件各入金を行い、これをもって原告が本件各減額処理を行うとと

もに、・・・と一りの間で本件各融資契約を締結した扱

'いとすることを示し合わせていたことが優に認められる。

以上によれば、本件各入金の原資（本件各送金により

・口座に入金された金銭のう・ち本件各入金に対応する部分）は、原告に

帰属するものというべきであり、原告は、自らの資金をもって一

ーこ本件各入金を行わせ、これを1111に対する貸付金の弁済があ
ったものとして本件各減額処理をじたことになるから、実質的に叫・・・

の債務を免除したものと評価するのが相当である。 ' . • 

なお、本件入金4は111万?982'. 5ドルであるのに対し、これに

対応する本件送金4 (3件）は合計16 8万2537. 01ドルであり、

. 8方ドル余り少ない。しかし、①同年1月31日ないし2月・2日頃にも合
計7 • .0万ドルを超える実体のない契約に係る送金がされていることが

・認められること（乙2'3、24).、②本件入金4について、・・・し・ヽ らの

返済以外は実体のない契約に係る売掛金の回収として経理処理されてい＇．

ること（乙26)、③本件減額処理4に係る金額は15・万85 0 0ドルで、

本件送金4より少額であることからすれば、本件減額処理4は、原告の資

金によるものと認めるのが相当である。 • 

また、本件入金I8に対応する送金は証拠上は見当たらないが、本件入

金18は手続的な問題から受金処理が約1か月遅れたこと、平成3I．年3

•月には複数回にわたり 740 万ドルを超える実体のない契約に係る送金

がされていることがうかがわれること（乙23) :、本件入金 I8のうち、

ーからの返済として扱われた5万ドlり以外の2万5000ドルは実

体のない契約に係る売掛金の回収として処理されていることが認められ

ること（乙2・7)、他の本件各入金と異なる手法によったことをうかがわ

せるに足る証拠はないことからすれば、本件入金I8についても、原告の

-14 -
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15. 
ヽ•

20 

＇ 

．資金によりなされたものと推認される。

原告は、1111は··|~との間の本件各融資契約に基づき、
から金銭を借り受けて本件各入金をし、もって原告の

短期貸付金iこ係る債務を弁済したのであり、本件各入金の原資は11111の ， 
・資金であって原告の資金ではないと主張する。 ．・

しかし、①本件各融資に係る貸付金とされる資金は原告名義の口座に振

り込まれ（本件各入金）’‘-悴義の口座に捩り込まれたり現金で交付

されたりしたこどはないこと； ②上記アセ説示したとおり、本件各融資契

＇約はおよそ経済合理性がある取引とはいえないこと、③―

..年次利濶税申告書上、 20,1 8年末の資産額は3万ドル程度にとどま，
り、一に対する債権が計上されていないことからずれば、本件各融資

契約は、実体のない仮臨のものと認められる。 • : '. . • . 

また、上記アで説示したところからすれば、もともと本件各送金は実体・

のない契約に係るものであって、--'がこれを保持する根

拠はなく、--ぶ、本件各送金により送金された金銭のう

ち本件各入金に対応する部分について、•これを自己に帰属するものとして

自由に費消することは、原告、-及び-つ三者間に

おいておよそ予定されていなかったといえる。そして、実際にも、本件各

入金は本件各送金がされた後に速やかに百われており、

■において本件各送金により送金された金銭のうち本件各入金に対応する
部分を不法に領得したことをうかがわせる事情は見当たらないから、仮に'

1111が＇~本件各送金の送金先の
ゞ管理していたとしても、本件各送金により送

金された金銭のうち本件各入金に対応する部分について：原告に帰属する・・

ものと評価すべきである。

よって、原告の上記主張は採用することができない。

26 

._ I5 -
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10 
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16 

・20 

ウ 原告は、そのほか、①-は税務対策として資産を僅少

．． に申告して•いるにすぎず、実際にはより多額の資産を有している、②本件

入金8の日時は平成29年5月29日で入金額は10.2万5040ドル、

. ・.本件入金9の入金額は14 2万7630ドルである、③I

・心し一は、カンボジア中銀への隠然たる影響力を有している・・

・との親密な関係を維持強化するために本件各融資契約を締結したもので

あるとも主張する。

しかし、上記①及び②については、これを裏付ける客観証拠がないだけ

でなく｀提出されている証拠（乙 15、22、)に反する。また、上記③に

ついては一がカンボジア中銀への隠然たる影響力を有していること

を認めるに足る証拠はない。原告の上記各主張はいずれも採用することが

できない。 ' 

・ なお、上記②のうち本件入金8については、原告の会計帳簿によれば、

本件入金8とは別に平成29年5月29日に1.02万5040ドルの売'

掛金の入金があったとされているので（乙27)、原告はそれと混同して

いるものと解される。また、本件入金9にっいでは、平成2.9年6月15 

日には、本件入金9,(3 4万79 9 5・ドル）のほかに10 8万ドルの売掛
．金の入金があったとされているので・（乙27)、原告はそれを合算した金

額を主張しているように思われるが、証拠上、両者は別個の送金手続であ

る。

(4)小結

3
 

26. 

以上によれば、一が本件各減額処理により得た利益は、所得税法28

条1項にいう給与所得に該当するものと認められる。 • 

争点2 （原告の行為が重加算税の賦課要件を充足するか）について

上記2のとおり、原告は、実体のない前払金等の名目で本件各送金を行うこ

'となどにより、一に対する債務免除の事実を「隠蔽し、又は仮装し」たも

-16 -
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のといえる。 ・

よって、原告の行為は、国税通則法68条3項所定の重加算税の賦課要件を．

充足する。

原告は、原告と との間の循環取引は、原告の年商拡大及

5
 

` 1 0 

び見かけ上の利益の確保を主眼とするものであり、本件各入金の原資が本件各

送金であることは副次的な結果にすぎないと主張する。しがし、・国税通則法6

8条3項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は

税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠

蔽又は仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、そ

れ以上に、申告に対し、納税者において過少申告を行うことの認識を有してい

ることまでを必要とするものではない（最高裁昭和59年（行ツ）第302号

同62年5月8日第二小法廷判決・裁判集民事15 1号35頁参照）。よって、

原告の上記主張は、重加算税の賦課要件を充足するとの上記判断を左右するも

のではない。

• 16 4 

．． 
20 

26 

本件各納税告知処分等（ただし、平成30年2月納税告知処分等を除く。）

の適法性について

原告は、本件訴訟において、争点に関する部分のほかに本件各納税告知処分

等の根拠及び適法性を積極的に争っていないところ、平成28年6月分し同年

• 1'1月分、平成29年2月分、同年3月分、同年5月分、同年6月分、平成3

0年1月分、同年6月分、同年11月分、同年12月分及び令和元年5月分と．

して徴収すべき源泉所得税等の額及びこれに係る重加算税の額は、別紙2・「被

告の主張する本件各納税告知処分等の根拠及び適法性」の1(1)ア～キ、コシ

ス及びソ並びに2(1) ア～キ、コ、シ、ス及びソのと•おりであると認められ、こ

れらは本件各納税告知処分等（ただし、平成30年・2月納税告知処分等を除く。）．

において原告の納付すべき税額とされる金額と同額であるか9ら、本件各納税・告

知処分等（ただし、平成30年2月納税告知処分等を除く。．）はいずれも適法 ． 
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である。

5
 
結論

,s 

よって、本件訴えのうち、平成30年2月納税告知処分等の取消しを求める

部分は不適法であるから却下し、原告のその余の請求はいずれも理由がないか

ら棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第2部

ロ
裁判長裁判官｀’‘2

10 

裁判官ノ；后

15 

・裁判官

｀ 

‘～ー、

神 有吾暑

云
月
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．
 

＇ 
（別紙1)

関係法令の定め'

ー

6
 

10 

16 

20 

所得税法等

(1)給与所得の定義，

所得税法28条1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与

並びにこれらIJ)性質を有する給与（以下「給与等Jという。）に係る所得を

いう旨定めている。

(2)源泉徴収義務

‘ , •所得税法 1 3'3条1項は、居住者に対し国内において給与等の支払をする

者は、 9 その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の

属する月の翌月 10日までに、これを国に納付しなければならない旨定めて

いる。 ・

同法18 6条（平成29年法律第4号による改正前のもIJ)'を含む，以下同

じ。）は、賞与につき、同法18'3条1項の規定により徴収すべき所得税の具

体的な税額を定める。また、東日本大震災からの復興のための施策を実施する

ために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成30年法律第7号による

改正前のもの。以下「復興財確法」という。） 28条1項は、所得税法等の規

定により所得税を徴収して納付すべきものは、その徴収の際、復興特別所得税

を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限までに、当該復興特別所得税を当該＇

所得税に併せて国に納付しなければならない旨定め、同条2項は、前項の規定

により徴収すべき復興特別所得税の具体的な税額を定めている。 .••. 
2
 
国税通則法

(1)不納付加算税・

25 

国税通則法67条1項（平成30年法律第 16号による改正前のものを含

む。以下問じ。）は、源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納され

なかった．、場合には、当該不納付につい下正当な理由があると認められる場合

-19 - • 
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JO 

を除き、税務署長は、当該納税者から、納税の告知に係る税額等の10％の

金額に相当する不納付加算税を徴収する旨定めている。 ‘ 

(2)重加算税

国税通則法68条3項（平成30年法律第16号による改正前のもの及び

平成28年法律第15号による改正前のものを含む。以下同じ。）は、上記

(I)の不納付加算税の要件を満たす場合において、納税者が事実の全部又は

「部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその

国税をその法定納期限までに納付しなかったときは、．税務署長は；当該納税

者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る不納付加算税

に代え、当該基礎となるべき税額の35％の金額に相当する重加算税を徴収

する旨定めている。

以 上

．． 

ヽ•

i, 

-20 -
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．被告の主張する本件各納税告知処分等の根拠及び適法性，

1 本件各納税告知処分の根拠及び適法性

＇原告が一に対する短期貸付金に係る債務免除を行ったことにより生じる

経済的利益は、所得税法28条・1項の給与等に該当するところ、同法36条1

項及び同条2項に基づき、一に対し当該給与等として支払われた経済的利

益の金額の合計額は、 5億・18 2 5万8694円である。., • . 

したがっ・て、原告は、所得税法18.3 条 1 項及び復興財確法 2·9 条i•項の規

、定により、'-に対し；当該給与等の支払をする際、以下に述べる額の所得

税及び復興特別所得税を徴収し、•その徴収の日の属する月の翌月 1 0日まで（本

件においてはそれぞれの法定納期限まで）に；これを国に納付しなければなら

ない。

そして、原告が'’’・に対して短期貸付金に係る債務免除を行ったことによ

・り生じる経済的利益に係る給与等は｀あらかじめ支給額、支給基準及び支給期

がいずれも定められていないものであることから賞与に該当することとなり

（所得税基本通達18'3 -1の2)、原告の平成28年6月分、同年11月分、

平成29年2月分、同年3月分、同年5月分、同年6月分、平成30年1月分、
同年2月分、同年3月分、同年6月分、同年9月分、同年11月分、同年12 

月分、平成31年3月分、令和元年5月分及び同年6月分の当該賞与に係る納

付す・ベき源泉所得税等の額については、以下で述べるとおり、所得税法1.8 6 

・条1項1号イ．、同条2項1号及び同項2・号の各規定に基づき、それぞれ算出し

た源泉所得税等の額の合計額2億0$98万7124円である。

・（1)本件各納税告知処分の根拠

ア 平成28年6月分の賞与に係る源泉所得税等の額

（別紙l2)

26 2 3 7 7万6080円

原告が1111に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

~ 21 -
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． は、所得税法18 6条2項1号及び復興財確法29 条 1 項の各•規定によ

・り、当該賞与の金額58 1 i万5055円（別表2-1④欄）の6分の 1

に相当する金額968万5.84 2円（別表2.-1の⑤欄）と平成28年6

月に支払った通常の給与等の金額7万3550円（別表2-'1の⑥欄）と

の合計額975万93 9 2円（別表2-1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別

表2-1の③欄）に応ずる「平成28年分源泉徴収税額表」 （乙37のI)

の甲欄に掲げる税額39 6万26 8 0円（別表2-1の⑧欄）と当該通常

の給与等の金額及び扶養親族等の数・（別表2-1の③欄）に応ずる「平成

28年分源泉徽収税額表」 （乙37の1）の甲欄に掲げる税額0円（月I」表

2-・1・の⑨欄） との差額39 6万2680円 （別表 2-1 の⑩欄）、•に 6 を

乗じて計算した金額に相当する税額23 7 ・7万60 8 0円（別表2-1⑪
欄）である。

ィ 平成2・8年11月分の賞与に係る源泉所得税等の額

15 

20 
，ヽ

25 

・. • 5 2 8万7656円

原告が一に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額．

は、所得税法18 6条2項1号及び復興財確法29条1項の各規定によ

り、当該賞与の金額17 4 9万5377円（別表2-1④欄） ．分の1

に相当する金額29 1万5896円（別表2-1の⑤欄）．．と通常の給与等

の金額7万3366円（別表2-1の⑥欄）との合計額298万9262

円（別表2-lの⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ず

る「平成28年分源泉徴収税額表」 （乙37．の 1)の甲欄に掲げる税額8

8万12_76円（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶養

親族等の数（別表2-1の③欄）に応ずる「平成28年分源泉徴収税額表」

（乙37の1)の甲欄に掲げる税額0円 ・表2-1の⑨欄）との差額8

8万12 7 6円（別表2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に相当す

．・る税額52 8万7656円（別表2.-1⑪欄）．である。 • 

-22 -
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ウ 平成29年2月分の賞与に係る源泉所得税等の額

. 5. 

・一~ヽ ..' 

、．

。
ー

936万83 9 4円

原告が＇~に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

は、所得税法18 6条2項1号及び復興財確法29条1項の各規定によ

り、当該賞与の金額2667万84 1 7円（別表2-1④欄）の6分の1

｀ に相当する金額44 4万640 2円（別表2-1の⑤欄）と通常の給与等

の金額7万3366円（別表2-1の⑥欄）との合計額451万97 6 8. 

円（別表2-1の・⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ず

る「平成29年分源泉徴収税額表」 （乙37の2)の甲欄に掲げる税額1

56万13 9 9円（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶

養親族等の数（別表2.―1の③欄） ：に応ずる「平成29年分源泉徴収税額

表」 （乙 37 の 2) の甲欄に掲げる税額 0 円（別表••2-1 の⑨欄）との差

額 1・ 5 6万1399円（別表2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に
相当する税額936万8394円（別表2-1⑪欄）である。

16 工 平成29年．3月分の賞与に係る源泉所得税等の額

ヽ

，
 

20 

25 

• 4 9.44万9348円

原告が'’~に対し賞与を支払った際に徴収すぺき源泉所得税等の額
は、所得税法18 -及び復興財確法29条 1項の各規定によ

り、当該賞与の金額1億13 9 1万6229円（別表2-1④欄）の6分

の1に相当する金額18 9 8万58 7 1円（別表2.:_1の⑤欄）と通常の・
｀給与等の金額7万33 6 6円（別表2-1の⑥欄）との合計額1906万

. 9 2 3 7円（別表2-1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1.の③欄）

に応ずる「平成29年分源泉徴収税額表」 （乙37の2)の甲欄に掲げる

税額824万15 5 8円＇（別表 2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額

及び扶養親族等の数（別表2.-1の③欄）に応ずる「平成29年分源泉徴

蒻額表」・（乙3.7の2)の甲欄に掲げる税額0円（別表2-1の⑨欄）

-23.-
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才

との差額82 4万15 5 8円（別表2-1の⑩欄）に96を乗じて計算し・た

金額に相当す・る税額49 44万93.4 8円（別表2.:..1⑪欄）である。

平成29年5月分の賞与に係る源泉所得税等の額

1202万4750円`

5
 

｀`／ 

10 

・表」

16 

原告が一に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

は、・所得税法18 6条2項1号及び復興財確法29条 1項の各規定によ

り、当該賞与の金額3245万98 5 0円（別表2-1 ④欄）•の 6 分の 1

に相当する金額540万99 7 5円．（別表2-1の⑤欄）と通常の給与等

．‘の金額 7 万~ 3 9,2円（別表2-1の⑥欄）との合計額54 8万33 6 7 

円（別表2-1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ず

る・「平成29年分源泉徴収税額表」 （乙37の2)の甲欄に掲げる税額2

00万4125円．（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶

養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ずる「平成29年9分源泉徴収税額．

（乙37の2），の甲欄に掲げる税額0円（別表2-1の⑨欄）との差

額20,0万4125円（別表2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に

相当する税額12 0 2万4750円（別表2-1⑪欄）である。 • 

ヵ
•,、

平成29年 6月分の賞与に係る源泉所得税等の額

・ 1-4 6 3万8062'円‘2

20 

25 

原告が-に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

は、所得税法18 6条2項1号及び復興財確法29条1項の各規定によ

り、当該賞与の金額38 1 4_万7760円（別表2-1④欄）の6分の1

に相当する金額63 5万7960円（別表2-1の⑤欄）と通常の給与等

の金額7万93 9 2円（別表2-1の⑥欄）との合計額643万13 5 2 

円（別表2-1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ず

る「平成29年分源泉徴収税額表」 （乙37の2)の甲欄に掲げる税額2

43万96 7 7円（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶

-24 -
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盲し、9

10 

15 

養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ずる「平成29年分源泉徴収税額

表」 （乙37の2)の甲欄に掲げる税額0円（別表2-.1の⑨欄）

額243万96 7 7円・（別表2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に
相当する税額1463万80. 6 9 2円（別表2-'-1⑪欄）である。

キ•平成 30年 1 月分の賞与に係る源泉所得税等の額

1 6 1万45、22円

原告が一に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額・

は、所得税法18 6条2項1号及び復興財嘩法29条1項の各規定によ

り、当該賞与の金額79.7万8134円（別表2-1④欄）の6分の 1に

相当する金額13 2万96 8 9円（別表2-1の⑤欄）と通常の給与等の

金額7万33 3 1円（別表2-1の⑥欄）との合計額140万．3020円

（別表2-1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ずる

．` 「平成30年分源泉徴収税額表」 （乙37の3)の甲欄に掲げる税額26, 

万90 8 7円（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶養親

族等の数（別表2-1の③欄） 1こ応ずる「平成3.0年分源泉徴収税額表」
（乙37の3)・の甲欄に掲げる税額0円（別表2-1の⑨欄）との差額2

6万9087円（別表2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に相当す

,. 

ヽ

ク．

る税額16 1万45 2.?・円（別表2-1⑪欄）である。

平成30年2月分の賞与に係る源泉所得税等の額

2p 

25 

原告が一に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

は、所得税法18 6条2項1号及び復興財確・法29条1項の各規定によ

り、当該賞与の金額85万85.9 8円（別表2,.1④欄）の6分の1に相

当する金額14万30 9 9円（別表2-:1の⑤欄）と通常の給与等の金額・

7万33 3 1円・（別表2-1の⑥欄）との合計額21万6430円（別表

2-1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ずる「平成

3万2040円．

~ 25 ~ 
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ヶ

3.0年分源泉徴収税額表」 （乙3.7の3)の甲欄に掲げる税額5340円

（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶養親族等の数（別

表2-1の③欄）に応ずる「平成30年分源泉徴収税額表」 （乙37の3)

の甲欄に掲げる税額0円（別表2-1の⑨欄）との差額5,340円（別表．

2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に相当する税額8万2040円

（別表2-1・⑪欄）である。 •‘ 

平成30年3月分の賞与に係る源泉所得税等の額

`-J’ 

10 

.1 5 

ヽ

• " 2万8200円

原告が1111に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額
は、所得税法1,86条2項1号及び復興財確法29条1項の各規定によ

＇・り、当該賞与の金額 75万06 1 1円（別表2-1④欄）．の6分の1に相

当する金額12万51.0 1円（別表2-1の⑤欄）’ど通常の給与等の金額

7'万33 3 1円（別表2-c 1の⑥欄）との合計額19万8,432円（別表

2-1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ずる・「平成

3 0年分源泉徴収税額表J （乙37の3)の甲欄に掲げる税額4700円

、（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶養親族等の数．（別

表2-1の③欄）に応ずる「平成30年分源泉徴収税額表」．（乙37の3).

の甲欄に掲げる税額0円（別表2-1の⑨欄）との差額4・1..0o円（別表・

2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に相当する税額2万8200円

20 

コ

（別表2..:..1⑪欄）である。・

平成30年6月分の賞与に係る源泉所得税等の額

26 

. 8 1 0万3786円・

原告が-に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

は、所得税法18 6条2項1号及び復興財確法29条1項の各規定によ

り、当該賞与の金額23 3 2万9120円（別表2-1④欄），の6分の 1

に相当する金額39 7万1520円（別表2-1の⑤欄）と通常の給与等

-. ~6 -
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の金額7万33 3'6円（別表2-1の⑥欄）との合計額404．万48 5 6 

円（別表2-1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ず

る「平成30年分瀕泉徴収税額表」 （乙37の3)の甲欄に掲げる税額1

3 5万0631円（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶

養親族等の数（別表2.-1の③欄）に応ずる「平成30年分源泉徴収税額

表」 （乙37の3)の甲欄に掲げる税額0円（別表2:.....1の⑨欄）との差

額 13 5万0.681・円（別表2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に

相当する税額81 0万 3786円（別表2-1⑪欄）である。 ~ 

サ、平成30年9月分の賞与に係る源泉所得税等の額

10 

15 

、、

20'  表J

シ

1822万60 6 8円

原告が一に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

は、所得税法18 6条2項1号及び復興財確法29条1項の各規定によ

り．、当該賞与の金額4586万0423円・（別表2-1④欄）．の6分のi

に相当する金額764万3.40 3円（別表2:_1 の⑤欄）．と通常の給与等•9 

の金額7万3336円（別表2-1の⑤欄）との合計額77 1万67 3 9 
円（別表2,-1,の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表 2`ー 1．の③欄）に応ず

る「平成30年分源泉徴収税額表」 （乙37の3)の甲欄に掲げる税額3

0 3万7678円（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶．

養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ずる「平成30年分源泉徴収税額

（乙37の3)の甲欄に掲げる税額0円（別表2-1の⑨欄）との差

額30 3万76 7 8円・（別表2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に

相当する税額18'2 2万60・6 8円（別表2-1⑪欄）である。 ． ．' •• 

平成30年1・1月分の賞与に係る源泉所得税等の額

25 

650万1582円

原告が一に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

は．、所．得税法1..86条2項1号及び復興財確法29条1項の各規定によ

C 27 -
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10 

16 

、一

20 

26 

り、当該賞与の金額2026万，3725円（別表2-1④欄）の6分の 1

に相当する金額33 7万7287円（別表2-1の⑤欄）と通常の給与等

の金額7万5592円（別表・2-1の⑥欄）との合計額3・45万2879

円（別表2.:....1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ず

る「平成30年分源泉徴収税額表」 （乙37の3)の甲欄に掲げる税額1

08万35 9 7円（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及び扶

養親族等の数（別表2-1・の③欄）に応ずる・「平成30年分源泉徴収税額

表」．（乙37の3)の甲欄に掲げる税額0円（別表2-1の⑨欄）．との差

・額10 8万35 9 7円（別表2-1の⑩欄） 、乗じて計算した金額に

相当する税額65 0万15 8 2円（別表2-1⑪欄）である。

ス 平成30年12月分の賞与に係る派泉所得税等の額

3570万80 1 6円

原告が一に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額，

は、所得税法 18 6条2項1号及び復興財確法29条1項の各規定によ

り、当該賞与の金額83 8 9万6610円（別表2-1④欄）の6分の 1

に相当する金額1'39 8 万 2768 円（別表•2-1 の⑤欄）と通常の給与

等の金額7万55 9 2円（別表2-1の⑥欄）との合計額1405万83

6 0円（別表2,1の⑦欄）及び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に

． 応ずる「平成30年分源泉徴収税額表」 （乙37の3)の甲欄に掲げる；税

額59 5万13 3 6円（別表2-1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額及

び扶養親族等の数（別表2-1の③欄）に応ずる「平成30年分源泉徴収

税額表」 （乙37の3)の甲欄に掲げる税額0円（別表2-1の⑨欄）と

の差額59 5万13 3 6円（別表2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金

．額に相当する税額35 7. 0万80 1 6円（別表2-1⑪欄）である。

平成31年，3月分の賞与に係る源泉所得税等の額セ

1 8 9 9万0822円

-28 -
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原告が-'に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

は、所得税法18 6条2項2号及び復興財確法29条1項の各規定によ

り、当該賞与の金額4245万21 7 9円（別表2-1④欄）の6分の1

に相当する金額707万5¥36 3円（別表2-1の⑤欄）と通常の給与等

、→→'

10 

5 .の金額7万955 92円（別表2-1の⑥欄）との合計額71 5万0955

円（別表2-1の⑦欄） ・に応ずる「平成31年 (20 1 9年）分源泉徴収

税額表」 （乙37の4)の乙欄に掲げる税額31 6万7452円（別表2

.~ 1の⑧欄）と当該通常の給与等の金額（別表2-1の⑥欄）に応ずる「平

成31年 (20 1 9年）分源泉徴収税額表」 （乙37の4.)の乙欄に掲げ

る税額23.15円（別表2-1の⑨欄）との差額31 6万51 3 7円（別

表2-1の⑩欄）に6を乗じて計算した金額に相当する税額18 99万0

15 

822円（別表2-1⑪欄）である。

ソ 令和元年5月分の賞与に係る源泉所得税等の額

2 2 3万06 9 2円

原告が·＇~に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額

：は、所得税法18 6条2項2号及び復興財確法29条1項の各規定によ
．， 

、一
り、当該賞与の金額54 8万8000円（別表2-1④欄）の6分の1に

相当する金額9.1万4666円（別表2-1の⑤欄）と通常の給与等の金

20 

額7万55 9 2円（別表2-1の⑥欄）との合計99，万0258円（別表

2...:.1の⑦欄）に応ずる「平成31年 (2019年）分源泉徴収税額表」

（乙37の4)の乙欄に掲げる税額37万4097円（別表2-1の⑧欄）

と当該通常の給与等の金額に応ずる「平成31年 (20 1 9年）分源泉徴

収税額表」 （乙37の4)の乙欄に掲げる税額23 1 5円（別表2-1の

⑨欄）との差額37万l7 8 2 円（月iJ表 2-1 の⑩欄）••に 6 を乗じて計算

25 ． した金額に相当する税額223万0692円（別表2-1・⑪欄）である。・

夕 令和元年6月分の賞与に係る源泉所得税等の額

-29~ 
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原告が1111に対し賞与を支払った際に徴収すべき源泉所得税等の額
は、所得税法186条1項2号イ及び復興財確法29条1項の各規定によ

り、前月中に支払った通常の給与等の金額に応じ「平成31年 (20 1.9 

年）分源泉徴収税額表」 （乙37の4)の乙欄により求めた税率10. 

10%（別表2-:-2⑤欄）を当該賞与の金額6万96.0 6円（別表2-2

④欄）に乗じて計算した金額に相当する税額7106円（別表2-2⑥欄）

2
・

ー／＇

10 

15. 

ヽ

20 

25 

， である。

(2)'本件各納税告知処分の適法性

被告が本件訴訟で主張する平成28年6月分、同年11月分、平成2,9年

2月分、同年3月分、同年5月分、＇同年 6月9分、平成30年1月分、同年2

月分、同年3月分、同年6月分：同年9月分、同年11月分、同年12月分、

平成31年3月分、令和元年5月分及び同年6月分の経済的利益に係る源泉

所得税等の額として原告が納付すべき金額はー、上記(1)のとおりであるところ、

当該各金額は、本件各納税告知処分における納付すべき税額と同額であるか

‘ら、本件各納税告知処分はいずれも適法である。

2 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性

(1)本件各賦課決定処分の根拠

上記1,(2)のとおり、本件各納税告知処分はいずれも適法であるところ、本

件各納税告知処分により原告が新たに納付すべき源泉所得税等の額を法定納

期限までに納付しなかったことについて、国税通則法67条1項に規定する

ぽ当な理由」があるとは認められない。

そして、原告は、事実の全部又は一部を隠蔽又は仮装しており、その隠薇

又は仮装したところに基づき、本件各納税告知処分に係る源泉所得税等の額，

をその法定納期限までーに納付しなかったと認められるこーとから、本件各納税

告知処分に係る源泉所得税等については、国税通則法68条3項の規定に基

-30 -
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づき、同法67条1項所定の不納付加算税tJ)計算の基礎となるべき税額に係

る不納付加算税に代え、当該基礎となるぺき税額に 10 0分の35の割合を
乗じて計算した金額に相当する重加算税が課されるこ，•ととなる。

したがって、被告が本件訴訟において主張する原告に課されるべき重加算

．税の額は、以下のとおりである。

ア

IO • 

16 

ヽ

平成28年6月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

8 3 1 万 9'5•00 円

平成28年6月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額2・37 7万円（上記l(1)ア。ただし、

国税通則法11 8条3項の規定に基づき1万円未満の端数を切り捨てた

後の金額。以下同じ。）に 1o O分の35の割合を乗じて算出した83 1 

万9500円である。

・イ 平成28年11月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

1 8 4万8000円

平成2'.8年11月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の

額は、＊当該処分に係る源泉所得税等の額52 8万円（上記l(1)イ）に10 

0分の35の割合を乗じて算出した18 4万80 p 0円である。

ウ 平成・29年2月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

• 3 2 7万6.00 0円
.、9
20 平成29年2月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額•9 3 6万円（上記1(1)ウ）に1o・o・-

分の35の割合を乗じて算出した32 7方6000円である。

工 平成29年3月分の納税告知処分の棚泉所得税等に係る重加算税の額

25 

1730万4900円

平成29年3月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額49 4 4・万円（上記1(1)::r:.)に10 

-31 -1 
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0分の35の割合を乗じて算出した 17 3 0・万4000円である。

平成29.年5月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

•• ・. • 4 2 0万7000円

6. 

ヵ

ー9...

10 

・キ

平成29年5月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額1202万円（上記 1(1)オ）に10 

0分の35の割合を乗じて算出した420万7o o'o円である。

平成29年6月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

.'5 1 2万0500円

平成29年6月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額1463万円（上記1(1)力）に 10 

0分の35の割合を乗じて算出した51 2万0500円である。・

平成30年1月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額｀

15 

ク
ヽ

•. • - 5 6万3500円

平成30年 1月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額161万円（上記1(1)キ）に 100

分の35の割合を乗じて算出した56万3500円である。

平成30年2月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

20 

•..•• 1万0500円

平成30年2月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額3万円（上記1(1)ク）に 100分の

• 3 5の割合を乗じて算出した 1万0500円である。

ケ 平成30年3月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

7000円

25 

平成30年8月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額2万円（上記1(1)ケ）に 100分の

3 5の割合を乗じて算出した 7000円である。
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コ 平成30年6月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

283万5000円

5
 

サ

｀ヽ

10 

平成30年6月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額8l O万円（上記1(I)コ）に10 0 

分の35 の割合を乗じて算出した 283 万 5000 円である。• ' 

平成30年9月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額．

6 3 7万7000円

平成30年9月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額182 2万円（上記1(1)サ）．に10 

0分の35の割合を乗じて算出した63 7万7000円である。 • • 

l 5 

ス

ヽ~·

20 

・セ

25 

ソ

シ平成30年11月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額＇

•. 2 2, 7万5000円

平成30年11月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の

額は、当該処分に係る源泉所得税等の額650万円（上記1(1)シ）に 10 

0分の 3,5の割合を乗じて算出した227万50.0 0円である。， ． 

平成30年1.2月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額．

• 124 9万5000円

平成30年12月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の

額は、当該処分に係る源泉所得税等の額，3570万円（上記1(1)ス）に1

00分の35の割合を乗じて算出した12 4 9万5o・o o円である。・

平成31年3月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

6 6 4万65 0 0円

平成31年3月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

は、当該処分に係る源泉所得税等の額i8 9 9万円（上記1(1)セ）に 1O・. 

0分の35の割合を乗じて算出した6164 万 6500 円である。• 9 

令和元年5月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額

-33 -
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6
 

. 78万0500円

令和元年5月分の納税告知処分の源泉所得税等に係る重加算税の額は、

当該処分に係る源泉所得税等の額223万円（上記1(1)ソ）に10 0分の

3 5の割合を乗じて算出した78万o.5o o円である。
(2)本件各賦課決定処分の適法性 ・・

被告が本件訴訟で主張する本件各納税告知処分の源泉所得税等に係る重加

算税の額は、•上記 (1) のとおりであり、本件各賦課決定処分における重加算税

．の額と同額であるから、本件各賦課決定処分は適法である。 .... 

｀ 以上

9 9 9. 

， 

ヽ

,・. 
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ょ表・.""・ 月

＾ 

9/ 

:I一• 原 告・

本件各入金 ＊井各，，，牙爽約 本件各減額処理

年月日 金額 備考 ・年月日 金額 備考 ，，J/J年95 生餞＇ 年月日 金額
I H28.6.22 $1,403,071.18 H28.6.23 $634,500.00 紐座（外貨） H咬イれト 畑 5”” ($299,500X@103．即）

H28.6.23 I 31,115,055 
'2 H28.6.28 $6訊000,00 H28.6.29 $632,000.00 紐座（外貨）＇ h $3/,t!OO.OO ($263,904 X !/1102.31) 

H28.6.29 27,000,000 
3 H28.ll.l $197,795.01 H28.11.2 $167,982.50 紐（外貨） 'H28,J J.2 ‘'“.'””々 ,($167,982.5 X @104.15) 

H28.11.2 17,495,377 
4 1:129.2.10 $1,226,765.01 

H29.2.10. $227,772.00 
~ ~ 

・ H29.2.13 • $228,000.00 H29.2,14 $1,713:982,50 銀座（外貨） 函.2/5 ”47改れ刀 ($ 76,130X@l14,40) 

—a+a（外貰）
H29.2:15 I 8,709,272, 

5 H29.2.16 $1,814,177.01 H29.2.17 $1,445,982.50 “”.2.17 51“’ n々≪} ($158,500 X @113,37) 

H29.2.17 I 17,969,145 
6 H29.3.24 $1,036,955.01 H29.3.27 $1,033,995.00 —a這（円貨） :H29.血 $/.OS,.()(XJ),. ・($ J,033,995X@l!0.J7) 

.. H29c3.2J il3,915,229 
7 H公，5.17 $1,403,584,01 H29.5.18 $1,999,995.00 日本橋1外貨） H29.518•. Sl/7.“O(J ($117,000 x Rl!LOS) 

H29.5.1g 12,992,850 
8 H29.5.25 $1,202,385.41 H29.5.26 . $174,995.00 銀座（外貨）’ h名ば29 ・$175.“の ($175,000X@lll.24) 

. •. H29.5.29 19,467,000 
9 H29.6.14 $1,430,756.81— H29.6.15 ＄347,995.00 銀裏（外貨） ＇函ム 15 I“1"nm (.$348,000 X @109.62) 

:'$73,000,00-
9'  H29.6.15 I 38、147,760

10 H30,l.23 H30,129 , $72,410,00 本（外貨） H30.I.24 “24faoo 島 ($72,4!0X@II0.18)

H30.1.24 I 7,978,134 
II 

. 
HS0.2.28 $8,004.08 8本橋（外貨）‘ μ9匹 絃o,aw ($ 8,004.08 x.@107.27) ・

H30.2.28 I 858,598 
・12 ・，． H30.3.26 $7,141.87 ・臼（外貨） •西？が 5ZI必IX) '($7,Hl,87x@I05.10) • 

．．：・ H30.3.26 •750,611 
!3 H30.6.25 $3,156,829 .OI—I H30.6,28 $3,150,0l(l.OO 簸（外貨） H叩A99 “””pn ($216,000 x @110.32) 

I ・' H30528 23,829,120 
14•一

＇ ., H30.9.29 紗 7ぶ匁(YJ ($407,250,X@112.61) 

二＝
HS0.9.21 45,860,423 

15 H30.ll.19 H30.11.2b $180,010.00 饂座（外貨） 四 II.20 ＄／ぬ01aoo ($180,010>@112.5ガ

H30.11.20 20,263，て25
16 H30.12.18 H30.12.20 ,. $749,010.00' 銀座（外貨） "'21221 97420law ($749;0!0X@112.01) 

H30.12.21I 83,896,610 
17 . • 

ぼ1.a f四？吠II" ($383,350X@1!0.74) 

H31.3.22 i. 42,452,179 
18 

r. 

Rl.5.10 $75,010.00 銀塵（外貨） • I R,・5/0 rm.≪ぃq ($ S0,000 x li)109.76) -

Rl.5.10 J • 5488000 

き RL6.25 $649.44 銀座（外貨） RI．磁 四乃aoo ($649,44X@l07.18) 

Rl,6.25 69,606 

ご;:::[:'’L’’円＝：ご9一門門門‘’’’一・支円円99冒br;、
（注2)「IIJ.告」 「本件各減額処理」の順号149こつき、補助元帳の記載ぱ＄47250であるが、＄407,250の誤り．と思料される．

．． 

， 本件各納税告知処分等

月分 支払金額 源泉所得税等の額 覚枡13ffl額．

I 

； H28.6 58,115,055 23,776,080. 8,319,500 

； H28.11 17,495,377 5,287鼻656 1,848,000 

． 

I H29.2 26,678,417 9.368.394 3,276,000 

， 

I H29.3 113,915,229 '9,449,348 '17,304,000 

！ 』~

I 

I fi29.5 32,459,850 12,024,750 4,207,0.00 

： H29.6 邸．147,760 . 14,638,062 5,120,500 

＇ t H30.l 7,978,134 1,614,522 563,500 
: ！ ,9 , 

．． 

i l HH3300.3 ~ 858,598 32,040 10,500 

750,611 28,200 7,000 

, I H30.6 23,829,120 8,103,786, Q,835,000 

＇ 
. 

H30.9 45,860,423 18,226,068 6,377,000 
， 

i : H30.ll 20,263,725 6,501,582 2,275,000 

l i H30.12 83,896,610 35,708,016 12,495,000 

i H31.3 42,452,179 18,990,822 6,646,500 

Rl.5 5,488,000 2,230,692 780,500 

i， ! ' Rl,6 69、606 7,106 

1. 

J. 

一1日臼（外貨）」は「原：~:.:=ふ'’=:、「::::'銀行皿
j. 3 5 
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別表2-1 本件各経済的利益の額に係る源泉所得税等の計算 渾位：円）．

。~ . i ⑪ • ・① ⑦ ① ．⑤  ⑥ ⑦ R Rl R 
賞与の金額け布々＿紐済的利益の額） ： 

枯臀ゆ幹等寧告書 神讐＂怖
支払金額 6分の1金に祖

前月中に支払.,た通 Rの金額に渫る 前月中に支払った通常の l 
賞与の金額他））に係る

・・ 年月分 支払年月日 偲表1の＊件 合計額 ⑤●⑤ ⑧-0l 源泉所得税等の額の提出の宥無 等の敗~
各，，，尊机冑檀）

、 当.,する•• 9の給与等の金額 ・ 税額 給与等（＠）に係る税額，．
“0.6). 

平祀が"月おEl 91.115,055 ； 

。i， • 58,115,0!i 5 ,.ョ....ゎ 73.S50 999?9nn • 
ぉ．776,080平岱28ヤ9月分 .. 有. • 1 ， 9959392 3,962，細

平成紐6月2969• * 27,000,000 ＇， 

~. 

' 
平成28年11月分 宥 1 平成2紐 11月2日 17,499.m 17,495,"7 Z915,896, 73366 ?r,99.?62 991,916 

゜
881幻9 5,287,656 

I 

＾， 

』・ 平成29年2月158 , B,709.?:/2 ： ＇， l 平成29年2月；； 宥 l. 295?8,41? 4,446,402 i 73399 4,51~7総 1,591399 

I゚ 
1,561,399 q.9門．994

' 
平成、―9年サ月17日 17.969.1<5 9 、 ．． ．． 

. 

平成29ザ3月分 宥' 1 平成お年3月27日 • 113,915,229' 113,915,2お 19.99’••町1
， 

79，傘 19,0SW7 &241558 

゜
8,2◄1,S鵠 49,4493心

i i 
... 

！ 平和q午9月18日 19qq9nm ， 

平成29年5月分 宥 1 3Z459,BSO 5.4叩．975！ 73392 5,483,367 • 2004.125 
~ ・ 烏● 。！I 2,004.125 12,024,750 

平椛吋ヤ9月29日 19,4m.ooo 
I 

， 

．6，心1ぶ52
l 

'平成29年9月分 布 • l 平成29年6月1S8 '8,147,760' ．蕊．1479印 9.357.960 四392 2499577 0,  2A99.677 l4,63&092 
• • i • 

平成30...1月分 賓 0う.平成30年1月2-4a 7,978,1以 •737&134 l.S29,9斡 ｛ 73,331 1,40叫氾0 .269,0口 . 0 
,I : 
269,087 l,61◄,522 

, :'  
．． ； 

。1平”叩年9月分 宥 0 平成30年2月28日 • 858,598 8585 .. 143，函 、• 73331 916,490 5,340 5340 9?.040 
、.. ヽ

平¢.?0ヤ？月分 布 0 平成珀年3月26日， 750,611•· ‘ 750,611 125 •• 1り1 73坦1 19&432 •4,7OO ．， , 0 I 4,700 •98200 

~. ， 
平成3凶巧月，， 有 0 平成田年6月28日 ね硲．120 233四，120 3.971,5ね

＇ 
乃339 4““56 •. 1350.691 • t l ~ L390・631 8,103,786 

99 
O ＇'・ 303?,678 平研snャq9分 賓 0.平成3碑 9月21日 4’」.990.4お 49.960.4打 7,643,403 

9’ 
乃339 7,715,739 ~037,678 1&226,069 

9, i‘ 
， 

平成珀年11月分 宥 。•平成30年11月20 日 20293,725 20,263,725 3m,287 75,592 ,̀3,452379 1,083097 °. : ` 1．函．597. 6ぶ01,582

'平成30:IJ:12月分 宥．
， 

0 平成12月21El 臼．9％.910 ．＂．的．<.610 ”9陀＿7槌 75599 14,058,S的 5,951,祖6 O I I I 5,951,336 35.708,016 

平成31年3月分 無 一 平屈婢3月22B 4?.499-•179 42.452.179 7,07S399 +, 79,992 7,15M55 3,197、452 2,315 l 9,199,l3'I 1839Cね2

、一'
令元年5月分， 無， ・ 令和元年5月•IOEl 5,488.OOO 5．磁qoo 914,966 75,592 990258 』 "4.097 ・｀’ 2,31¥ I ”L匹 9?9n.nq9 

i 
』36 

l 
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別表2-2本件各経済的利益の額に係る源泉所得税等の （単位：円）

① -l -. R l-―-01  ④ _ l R ⑥ 

年月分
扶養控除等申告書の提出1前月分の給与の:)I賞与金額（本件各1・算出伐寧表に
の有無 （社会保険料担除後） 経済的利益の額） よる税串

賞与の金頷｛④）に係る源泉所得税等の額

.’令和元年6月分 無 69,6-06 7,106 

/‘̀’ ヽ

,. 

,.9~  

:・ 

3 7 



26U£0-33箪車

今
l
-
_

．．
 
＿＿i-寺
．
 

．．． 
．． ．． ．
 

．．
 
．． 

．
 

•••• 
．．．．． ．
 

．．． 

．
 

．． 

‘ れは謄本である

令和6年1

地 方 裁

裁判所書記官

半川 所

山
響

崎

-
l
-i
-

f
.
 

部

「言閂博，：5,・＇攣
しー・こi．口譴

．東京 22-031192




